
2025年6月26日
東京都港区芝二丁目32番1号

株式会社 サクシード
代表取締役　大曽根　一勝

貸借対照表(2025年3月31日現在)
(単位:千円)

資      産      の      部 負      債      の      部

科      目 金      額 科      目 金      額

流動資産 2,716,361       流動負債 1,259,173       

 現金及び預金 1,253,074        営業未払金 845,606         

 営業未収入金 1,187,519        リース債務 53              

 仕掛品 222,741          未払金 78,494          

 貯蔵品 950              未払費用 76,918          

 前払費用 5,500            未払法人税等 155,964         

 預け金 46,214           未払消費税 39,860          

 立替金 363              前受金 143             

 預り金 4,291           

 賞与引当金 57,842          

固定資産 57,275          固定負債 45,987          

有形固定資産 24,652           退職給付引当金 33,081          

建物 16,258           株式給付引当金 3,894           

工具器具備品 8,345            役員株式給付引当金 9,013           

リース資産 48              

無形固定資産 12,896          

ソフトウェア 12,896          負  債  合  計 1,305,160       

純      資      産      の      部

投資その他の資産 19,727          株主資本 1,468,476       

差入敷金保証金 18,027          

その他投資等 1,700           資本金 40,000          

資本剰余金 40,000          

資本準備金 40,000          

利益剰余金 1,388,476       

その他利益剰余金 1,388,476       

　繰越利益剰余金 1,388,476       

　(当期純利益) (396,016)       

純  資  産  合  計 1,468,476       
資  産  合  計 2,773,636       負 債 及 び 純 資 産 合 計 2,773,636       

（注）記載金額の千円未満は四捨五入して表示しております。
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個　別　注　記　表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

１.資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品 個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）

２.固定資産の減価償却方法

有形固定資産 定額法

　（リース資産を除く）

無形固定資産 定額法

　（リース資産を除く） 　ソフトウエア（自社利用）については社内における利用可能

期間（５年）に基づいております。

リース資産 　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によ

っております。

３.引当金の計上基準

賞与引当金 　従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

退職給付引当金   従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、退

職給付債務は期末自己都合要支給額に基づき算定しております。

株式給付引当金 　従業員に対する長谷工コーポレーション株式の給付に備える

ため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計

上しております。

役員株式給付引当金 　役員に対する長谷工コーポレーション株式の給付に備えるた

め、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上

しております。

４.重要な収益及び費用の計上基準

広告事業収入 　当収益に係る履行義務は、顧客に対する目的物の納品または

役務提供であり、当該業務の完了をもって収益を認識しており

ます。取引価格は顧客との契約により決定しており、対価は当

該契約に基づき受領しております。

５.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度の適用 　グループ通算制度を適用しております。


